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（目　　　的）
第１条	この規程は、○○マンション等売却組合定款（以下「定款」という。）第52条の規定により会計事務を処理するため必要な事項を定める。
（予　　　算）
第２条	毎事業年度の予算額の総額は、あらかじめ認可を得た事業計画のうち、資金計画の総額をこえることができない。
２		事業に要する経費が当該事業年度の予算をこえ、又は当該事業年度の予算の範囲内で各款の額の変更をするときは、新たに定款第51条の規定を準用し、追加（変更）予算を編成し、これを更正するものとする。
（決　　　算）
第３条	毎事業年度の収支決算は、予算と同一の区分によりこれを調整し、予算額と対照し比較増減を示し、その理由を付記する。
２		前項の収支決算書には、監事の監査意見を添付するものとする。
（繰　　　越）
第４条	前事業年度の未払額及び不要額は、すべて翌年度の収入に繰越すものとする。ただし、組合を合併し、又は解散したときはこの限りでない。
２		前項の未払額を支出するときは、翌年度の予算（前年度と同一科目）から支出するものとする。この場合において、予算額に不足を生じたときは、第２条第２項の規定により予算を更正するものとする。
（流　　　用）
第５条	毎事業年度の予算に定めた各款の額の流用をすることはできない。
２		各項の額の流用は、理事会の決議を経て定めなければならない。
（予　備　費）
第６条	あらかじめ予期しにくい予算の不足に充てるために予算に予備費を計上することができる。
２		予備費から各款への充用は、理事会の議決を経て定めなければならない。
（払戻し及び戻入）
第７条	誤納又は過納の金額を収入したときは、その収入から払戻し、誤払、過払の金額を支出したときは、その支出に補填し、それぞれの事由を明記しておくものとする。
２		資金前渡、概算払及び立替払の金額を精算し返納したときは、その精算の結果を記入し、それぞれ支出した経費に戻入するものとする。
（備 付 簿 書）
第８条	この組合の会計簿書は、次の掲げるものとし、これを事務所に備付整理するものとする。
一	収支予算書（議事録、その他議決に関し定めた事項等）綴
二	収支決算書（監査意見書、監査報告、その他関係事項）綴
三	収入金整理簿
四	支出金整理簿
五	現金出納簿
六	預金出納簿
七	資産負債整理簿
２		前項各号の会計簿書のほか、次に掲げる簿書を事務所に備付整理するものとする。
一	補償金の徴収、交付簿（補償金の徴収、交付を定めたとき）
二	保証金整理簿（工事の請負、保留地処分、その他保証金の保管又は収納を定めたとき）
三	材料受払簿（工事を直轄施行し工事材料を購入したとき）
四	工事人夫勤務簿（直轄人夫の労働及び賃金を定め施行するとき）
五	請負工事簿（請負工事に関する指名、入札、契約等の書類）
	（注）本条第１項、第２項の内容については、一例を示したものであり、実際の会計規定の作成に当たって、どのような書類を会計簿書等として列挙するかは、各組合の必要に応じご判断いただきたい。


３		前二項各号の簿書に関係ある金銭の徴収、交付の通知書又は納入金及び支払金の請求受領関係証票書類、その他必要な補助帳簿を一括綴としこれを整理するものとする。
（収入支出金）
第９条	組合の一切の収入及び支出は、それぞれ収入金整理簿又は支出金整理簿に記入し、その事由を明らかにすると共に、現金及び預金の出納については、これらの整理簿と照合のうえ現金出納簿又は預金出納簿に記入し整理するものとする。
（補　助　金）
第10条	交付金又は補助金等の収入金は、前条に記載する記入を行うと共に、これらの申請書及び交付通知書と照合整理するものとする。
（徴　収　金）
第11条	清算金の徴収又は交付があるときには、清算金徴収簿を作成し、その氏名、金額等を記入し、それぞれ納入通知書、領収証書及び徴収原符ごとにその金額を照合整理するものとする。
（未　納　金）
第12条	前条の徴収金を指定の納期に完納しない者があるときには、未納金整理簿を作成し、その氏名、金額等を記入するものとする。
	（注）第10条から第12条については、必要のない組合においては削除していただきたい。


（資産負債）
第13条	現金預金以外の資産負債が増減したときは、資産負債整理簿にその都度加減整理し、備品等については現品の所在を明らかにし、借入金については借入先及び利率等を記入のうえ未償還額を明らかにするものとする。
（領収証書）
第14条	現金による組合の支払はすべて正当な受取人より領収証書を徴し行うものとする。ただし、慶弔費の支出等で社会通念上受取人から領収証書を受領できないときは、事務局長が支払先、金額、支出目的を明記した領収証書を作成する。
（訂　　　正）
第15条	諸帳簿及び証票書類の文字を塗り、又は消し、あるいは貼付してはならない。
２		諸帳簿は、取扱者の訂正印により、証票書類は本人の証印により訂正するものとする。
３		文書の文字を挿入又は削除したときは、その旨を欄外に記入し、当該文書の発行者が証印するものとする。
（理事長への委任）
第16条	この規程に規定するものの外、会計事務について必要な事項は、担当理事の意見を聞き、理事長が定めるものとする。


付　　　　則
本規程は、　　年　　月　　日より実施する。



